
 
 

 

一 

 
 

 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案 

 

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
基
本
方
針
（
第
十
三
条
）
」
を
「
基
本
方
針
等
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
中
「
策
定
」
を
「
策
定
等
」
に
改
め
る
。 

 

「
第
三
章 

基
本
方
針
」
を
「
第
三
章 

基
本
方
針
等
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
基
本
方
針
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
三
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
国
会
へ
の
報
告
） 

第
十
三
条
の
二 

政
府
は
、
大
会
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
、
お
お
む
ね
一
年
に
一
回
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
推
進

に
関
す
る
政
府
の
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
を
国
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 



 

 
 

 

二 

 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 



 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

平
成
三
十
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び

運
営
の
推
進
に
関
す
る
政
府
の
取
組
の
状
況
に
つ
い
て
の
国
会
へ
の
報
告
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


